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告告 示示

宮崎県告示第 471号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第１項（中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第

14条第４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規

定により、介護扶助及び介護支援給付のための居宅介護を担当させ

る機関を次のとおり指定した。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

指 定

年月日

居宅介護事業所居宅介護事業者

所在地名 称
主たる事務
所の所在地

名 称

平成27年

７月１日

延岡市日の

出町１丁目

12湿３

有限会社丘

の上薬局日

の出店

日向市亀崎

西２丁目 1

37番地

有限会社丘

の上薬局

平成27年

７月１日

延岡市瀬之

口町１丁目

４湿11 瀬

の口ビル１

Ｆ西側

有限会社丘

の上薬局瀬

の口店

日向市亀崎

西２丁目 1

37番地

有限会社丘

の上薬局

平成27年

５月13日

延岡市安賀

多町２丁目

５番地９

あさひ薬局延岡市安賀

多町２丁目

５番地９

有限会社あ

さひ薬局

平成27年

５月１日

日南市吾田

東１丁目６

番17号

みなとデイ

サービス

日南市吾田

東１丁目６

番17号

株式会社み

なとグルー

プ

平成27年

５月１日

延岡市卸本

町12湿11

ハロー薬局

出北店

福岡県北九

州市戸畑区

三六町14番

12

株式会社ア

クシス

平成27年

５月１日

延岡市大貫

町２丁目11

02番地４

株式会社お

おぬきタウ

ン薬局

延岡市大貫

町２丁目11

02番地４

株式会社お

おぬきタウ

ン薬局

平成24年

８月１日

日向市大字

日知屋大字

古田町12番

地２

ハラダ調剤

薬局細島店

延岡市柳沢

町２丁目３

番地２

有限会社共

栄調剤薬局

平成24年

７月１日

日向市東郷

町山陰字中

水流辛 241

番地９

ハラダ調剤

薬局東郷店

延岡市柳沢

町２丁目３

番地２

有限会社共

栄調剤薬局

宮崎県告示第 472号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において

準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す
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る法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による

ものとされた場合を含む。）の規定により、指定介護機関（居宅介

護事業所）から次のとおり変更した旨の届出があった。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 届出をした指定介護機関（居宅介護事業所）

居宅介護事業所居宅介護事業者

所在地名 称
主たる事務所の所
在地

名 称

日南市大字風田32

24番地

特別養護

老人ホー

ム昭寿園

サンライ

ズ

日南市大字風田32

24番地

社会福祉

法人敬和

会

２ 届出事項

変更年月日

居宅介護事業所の名称

変 更 後変 更 前

平成27年７月１日特別養護老人ホーム

昭寿園サンライズ

特別養護老人ホーム

昭寿園

宮崎県告示第 473号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において

準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による

ものとされた場合を含む。）の規定により、指定介護機関（居宅介

護事業所）から次のとおり変更した旨の届出があった。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 届出をした指定介護機関（居宅介護事業所）

居宅介護事業所居宅介護事業者

所在地名 称
主たる事務所の所
在地

名 称

日南市大字風田32

24番地

特別養護

老人ホー

ム昭寿園

サンライ

ズ

日南市大字風田32

24番地

社会福祉

法人敬和

会

日南市大字風田32

24番地

昭寿園指

定訪問介

護事業所

日南市大字風田32

24番地

社会福祉

法人敬和

会

２ 届出事項

変更年月日

居宅介護事業所の所在地

変 更 後変 更 前

平成27年７月１日日南市大字風田3224

番地

日南市大字風田3895

番地

平成27年７月１日日南市大字風田3224

番地

日南市大字風田3895

番地

宮崎県告示第 474号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において

準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による

ものとされた場合を含む。）の規定により、指定介護機関（居宅介

護支援事業所）から次のとおり変更した旨の届出があった。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 届出をした指定介護機関（居宅介護支援事業所）

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業者

所在地名 称
主たる事務所の所
在地

名 称

都城市前田町15街

区６号 デラコア

前田ビル 103号

都城市妻

ヶ丘・小

松原地区

地域包括

支援セン

ター

都城市豊満町2647

番地

社会福祉

法人常緑

会

都城市上水流町15

40番地

都城市社

会福祉協

議会指定

居宅介護

支援事業

所

都城市松元町４湿

17

社会福祉

法人都城

市社会福

祉協議会

西都市大字清水10

35番地１

西都市地

域包括支

援センタ

ー

西都市大字清水10

35番地１

社会福祉

法人西都

市社会福

祉協議会

変更年月日

居宅介護支援事業所の所在地

変 更 後変 更 前

平成27年６月22日都城市前田町15街区

６号 デラコア前田

ビル 103号

都城市平江町２街区

13号

平成27年４月１日都城市上水流町1540

番地

都城市松元町４湿１７

平成26年２月18日西都市大字清水1035

番地１

西都市大字清水1048

番地

２ 届出事項
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宮崎県告示第 476号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において

準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による

ものとされた場合を含む。）の規定により、指定介護機関（居宅介

護事業所）から次のとおり廃止した旨の届出があった。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

廃 止

年月日

居宅介護事業所居宅介護事業者

所在地名 称
主たる事務
所の所在地

名 称

平成27年

５月６日

小林市野尻

町東麓1145

湿２

二葉薬局野

尻

小林市真方

13番地

有限会社二

葉薬局

宮崎県告示第 477号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（

平成17年法律第 123号）第64条の規定により、育成医療及び更生医

療を行う指定自立支援医療機関の名称の変更について次のとおり届

出があった。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

変 更
年月日

名称
所在地名 称

変更後変更前

平成27年
１月１日

医療法人社
団 楠友会
なかむら
内科循環器
内科

医療法人社
団 楠友会
向洋クリ
ニック

日向市医療法人社団
楠友会 なか
むら内科循環
器内科

宮崎県告示第 478号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林の所在場所 東臼杵郡椎葉村大字下福良字財木

1320－ 118

２ 指定の目的 土砂の流出の防備

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字財木1320－ 118（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び

に椎葉村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 479号

森林法（昭和26年法律第 249号）第25条の２第１項の規定により

、次のとおり民有林の保安林の指定をする。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 民有林の保安林の所在場所 東臼杵郡椎葉村大字不土野字楮株

86－９、字小八重 203－27

２ 指定の目的 水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

茨 立木の伐採の方法

ア 次の森林については、主伐は択伐による。

字楮株86－９・字小八重 203－27（以上２筆について次の

図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢

以上のものとする。

エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

芋 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関

係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び東臼杵農林振興局並び

に椎葉村役場に備え置いて縦覧に供する。）

宮崎県告示第 480号

林業種苗法（昭和45年法律第89号）第10条第３項の規定により、

次のとおり林業種苗生産事業者の登録をした。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 475号

生活保護法（昭和25年法律第 144号）第54条の２第４項において

準用する同法第50条の２（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並び

に永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関す

る法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例による

ものとされた場合を含む。）の規定により、指定介護機関（居宅介

護支援事業所）から次のとおり休止した旨の届出があった。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

休 止

年月日

居宅介護支援事業所居宅介護支援事業者

所在地名 称
主たる事務
所の所在地

名 称

平成27年

１月19日

都城市菓子

野町 10298

番地１

指定居宅介

護支援事業

所きしゃぽ

っぽ

都城市菓子

野町 10298

番地

株式会社ビ

助っ人
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宮崎県告示第 481号

土地収用法（昭和26年法律第 219号。以下「法」という。）第20

条の規定により、次のとおり事業の認定をした。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 起業者の名称

小林市

２ 事業の種類

小林駅周辺整備事業

３ 起業地

茨 収用の部分

宮崎県小林市本町及び細野字田仆地内

芋 使用の部分

なし

４ 事業の認定をした理由

茨 法第20条第１号の要件への適合性について

小林駅周辺整備事業（以下「本件事業」という。）は、法第

３条第１号に規定する「道路法による道路又は駐車場法による

路外駐車場」及び法第３条第32号に規定する「国又は地方公共

団体が設置する公園、緑地、広場、運動場、墓地、市場その他

公共の用に供する施設」に関する事業に該当する。

以上から、本件事業は、法第20条第１号の要件を充足すると

判断される。

芋 法第20条第２号の要件への適合性について

小林市は、平成26年３月に「都市再生整備計画小林駅周辺地

区（以下「整備計画」という。）」を策定しており、申請事業

はその基幹事業に位置付けられ、平成26年度社会資本整備総合

交付金の交付も受けており、平成26年度から事業に係る予算が

計上されている。また、平成27年度についても必要な予算が計

上されるなど事業遂行に必要な財源措置が講じられており、起

業者が申請事業を行う充分な意思と能力を有すると認められる

。

以上から、本件事業は、法第20条第２号の要件を充足すると

判断される。

鰯 法第20条第３号の要件への適合性について

① 事業の施行により得られる公共の利益について

申請事業を行う小林駅周辺地区は、小林駅を中心として、

郊外の国道沿いで立地が活発な大型店舗の影響等により中心

商業地の衰退が問題となっている駅北地区と、土地区画整理

事業が完了し良好な都市基盤が整備され居住人口や交流人口

が増加している駅南地区が、ＪＲ吉都線の線路により南北に

分断されている。こうした状況から、小林市は、“水のまち

「こばやし」の雰囲気を活かし、生活環境の向上とふれあい

・交流拠点創出による魅力的で安心・安全な『湧くわくする

まちづくり』”をテーマとする整備計画を策定し、小林駅を

挟んだ駅南地区と駅北地区のアクセス機能を高め、交流拠点

を創出し、中心市街地の活性化を図ることを目的に本件事業

を計画したものである。

本件事業は、小林駅南北防災（交流）通路の整備により、

徒歩で11分以上要している小林駅南北の移動時間が１分程度

となり、市民の経済活動に対する意欲の向上や災害避難時の

移動時間の短縮につながるものである。また、地域・観光交

流センターの建設により、保育園、幼稚園、小中学校等の交

流行事や地域の会合、屋内イベント等の開催が可能となるほ

か、駐車駐輪場が整備されることにより、ＪＲ利用者のみな

らず地域・観光交流センター利用者の利便性が向上し、地域

活力再生に寄与するものと認められる。

② 事業の施行により失われる利益について

起業地は、従来からの既成市街地であり、整備後もこれま

でと変わらない土地利用であることから、当地区に希少性の

高い動植物が存在している可能性は極めて低く、「宮崎県の

保護上重要な野生生物」も確認されていないため、自然環境

に与える影響については軽微であると予測されている。また

、起業地は、周知の埋蔵文化財包蔵地ではない。

以上から、本件事業の施行により失われる利益は軽微であ

ると認められる。

③ 比較衡量

①で述べた得られる公共の利益と②で述べた失われる利益

を比較衡量した結果、本件事業の施行により得られる公共の

利益は、失われる利益に優越すると認められる。

以上から、本件事業は、法第20条第３号の要件を充足すると

判断される。

允 法第20条第４号の要件への適合性について

① 事業を早期に施行する必要性

本件事業は、「基本計画」に従って整備を行うものである

ことから、本件事業を早期に施行する必要性は高いものと認

められる。

② 起業地の範囲及び収用又は使用の別の合理性

本件事業に係る起業地の範囲は、本件事業に必要な範囲と

認められる。さらに、起業地の範囲は、一時的な使用に供さ

れるものは存在せず、使用の手段には馴染まないため、収用

又は使用の別についても、合理的であると認められる。

以上から、本件事業は、土地を収用し、又は使用する公益上

の必要があると認められるため、法第20条第４号の要件を充足

すると判断される。

印 結論

茨から允までにおいて述べたように、本件事業は、法第20条

各号の要件をすべて充足すると判断される。

以上の理由により、本件事業について法第20条の規定に基づ

き、事業の認定をするものである。

５ 法第26条の２第２項に規定する図面の縦覧場所

小林市経済土木部建設課

宮崎県告示第 482号

道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道

路の区域を次のとおり変更する。

なお、関係図面は、平成27年８月６日から平成27年８月20日まで

宮崎県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。

事業所の名称

及び所在地

生産事業の内容生産事業者の氏名

又は名称及び住所

登録

番号 苗 木種穂

廣島 正久

東臼杵郡美郷町北

郷宇納間3123番地

８

幼苗の育

成・幼苗

以外の苗

木の育成

採取廣島 正久

東臼杵郡美郷町北

郷宇納間3123番地

８

1320
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平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県告示第 483号

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第59条第１項の規定により

、都市計画事業を次のとおり認可した。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 施行者の名称

えびの市

２ 都市計画事業の種類及び名称

えびの都市計画道路事業 ３・５・10号 宮崎水俣線

３ 事業施行期間

平成27年８月６日から平成36年３月31日まで

４ 事業地

収用の部分

宮崎県えびの市大字小田字松原、前松原、権太夫、鶴崎、中島

地内

使用の部分

宮崎県えびの市大字小田字権太夫、鶴崎、中島地内

採石法（昭和25年法律第 291号）第32条の13第１項の規定により

、第44回採石業務管理者試験を次のとおり実施する。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

１ 試験の日時

平成27年10月９日（金曜日）午前10時から正午まで

２ 試験の場所

宮崎市旭１丁目３番６号

宮崎県庁７号館 744号室

３ 受験願書の受付期間

平成27年８月24日（月曜日）から９月11日（金曜日）まで（土

曜日及び日曜日を除く。）の午前８時30分から午後５時15分まで

。なお、郵送の場合は、９月11日付けの消印のあるものまで有効

とする。

４ 受験願書の提出先

宮崎市橘通東２丁目10番１号

宮崎県商工観光労働部産業振興課

５ 受験願書の提出方法

郵送又は持参

６ 受験手数料

公公 告告

8，000円（宮崎県収入証紙により納付すること。）

７ その他

茨 受験願書は、宮崎県商工観光労働部産業振興課において配布

する。

郵送を希望する場合は、返信用封筒（21センチ５ミリ×30セ

ンチ以上）に切手をはり、あて先明記の上、請求すること。

なお、県庁ホームページからダウンロードすることもできる

。

芋 詳細については、宮崎県商工観光労働部産業振興課（電話09

85（26）7095）に問い合わせること。

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により

、池内南方土地改良区（宮崎市）から平成27年４月１日付けで申請

のあった定款の変更を認可した。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により

、花ヶ島土地改良区（宮崎市）から平成27年４月１日付けで申請の

あった定款の変更を認可した。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により

、宮崎市北土地改良区（宮崎市）から平成27年４月１日付けで申請

のあった定款の変更を認可した。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により

、古城土地改良区（宮崎市）から平成27年４月１日付けで申請のあ

った定款の変更を認可した。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により

、宮崎市生目土地改良区（宮崎市）から平成27年４月６日付けで申

請のあった定款の変更を認可した。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

土地改良法（昭和24年法律第 195号）第30条第２項の規定により

、宮崎市南部土地改良区（宮崎市）から平成27年４月８日付けで申

請のあった定款の変更を認可した。

平成27年８月６日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県選挙管理委員会告示第36号

政治資金規正法（昭和23年法律第 194号）第６条第１項及び第７

条第１項の規定により、政党その他の政治団体から設立及び異動の

届出があったので、同法第７条の２第１項の規定により、次のとお

り告示する。

選挙管理委員会告選挙管理委員会告示示

延 長

（メートル）

敷地の
幅 員

（メートル）

新旧

の別
区 間路線名

道路の

種 類

路線

番号

136．657．7～

83．0

旧都城市梅北

町5811番23

地先から同

市同町5943

番２地先ま

で

飯野松

山都城

線

県道109

136．657．7～

103．4

新
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届出年月日主たる事務所の所在地会計責任者の氏名代表者の氏名政治団体の名称

平成26年11月１日延岡市北川町川内名7232番地11北 林 尚 子赤 木 陽 一北林幹雄後援会

平成26年11月７日串間市西浜２丁目５－10本 田 順 久窓 山 暉 男坂中よしひろ後援会

平成26年11月17日宮崎市佐土原町下田島 20545小 坂 照 代石 田 貴 愛こまき義隆後援会

平成26年12月８日小林市水流迫 248番地６西 上 博 子堀 利 秋にしがみ隆後援会

平成26年12月22日宮崎市大字塩路2761－１濱 田 美 彦坂 本 敬 則太陽の会

２ 異動届

○政党の支部

異動年月
日

旧新異 動 事 項代表者の氏名政治団体の名称

平成26年
11月４日

宮崎市和知川原２－ 100
－３

宮崎市吉村町江田原甲 1
75－１

主たる事務所の所在地

重 松 幸次郎公明党宮崎第一総支部 徳 満 秀 夫重 松 幸 次 郎代 表 者

木 戸 由 美 子上 田 武 広会 計 責 任 者

平成26年
11月20日

西臼杵郡日之影町大字七
折1064

西臼杵郡日之影町大字七
折 13703－ハ

主たる事務所の所在地

杉 本 道 生自由民主党日之影町支
部

甲 斐 徳 仁杉 本 道 生代 表 者

杉 本 道 生甲 斐 健 司会 計 責 任 者

○その他の政治団体

異動年月
日

旧新異 動 事 項代表者の氏名政治団体の名称

平成26年
11月10日

平 原 峰 生米 良 昇代 表 者米 良 昇松山やすゆき後援会

平成26年
11月14日

層 島 一 浩井 俣 徹代 表 者井 俣 徹星山けんいち後援会

平成26年
11月18日

鉄 心 会中 心 会政 治 団 体 の 名 称中 村 鉄 兵中心会

平成26年
12月１日

福 島 昭 一田 口 三 郎代 表 者

田 口 三 郎岩切たつや後援会

飯 田 信 一小 川 順 平会 計 責 任 者

平成26年
12月１日

山 口 光 司宮 崎 一 利会 計 責 任 者高 見 勝 義とくしげ淳一後援会

平成27年８月６日

届出年月
日

一以上の市町
村等の区域を
単位として設
けられる支部

公職の種類主たる事務所の所在地会計責任者の氏名代表者の氏名政治団体の名称

平成26年
11月25日

○衆議院議員
宮崎市松橋１丁目16－11
カルナコート１Ｆ

外 山 千 草外 山 斎
維新の党衆議院宮崎県

第１選挙区支部

１ 設立届

○政党の支部

（イ）法第19条の７第１項第１号に係る国会議員関係政治団体とみなされる政党の支部

○その他の政治団体

（イ）国会議員関係政治団体以外の政治団体

宮崎県選挙管理委員会委員長 後 藤 仁 俊
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宮崎県選挙管理委員会告示第37号

政治資金規正法（昭和23年法律第 194号）第19条第３項の規定に

より、資金管理団体の届出事項の異動の届出があったので、同法第

19条の２第１項の規定により、次のとおり告示する。

平成27年８月６日

宮崎県選挙管理委員会委員長 後 藤 仁 俊

１ 異動届

○その他の政治団体

届出年月日旧新異 動 事 項資金管理団体の名称
資金管理団体の届
出をした者の氏名

平成26年12月５日宮崎維新の会新風日向資金管理団体の名称新風日向黒 木 紹 光

宮崎県選挙管理委員会告示第38号

平成26年12月14日執行衆議院小選挙区選出議員選挙に係る候補者

の選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨について、公職選

挙法（昭和25年法律第 100号）第 192条第１項の規定により、次の

とおり公表する。

平成27年８月６日

宮崎県選挙管理委員会委員長 後 藤 仁 俊

平成26年
12月５日

宮 崎 維 新 の 会新 風 日 向政 治 団 体 の 名 称黒 木 紹 光新風日向

平成26年
12月１日

竹 山 好 行外 山 和 徳会 計 責 任 者誕 上 貢浜中たけのり後援会

平成26年
12月25日

前 田 公 友岡 田 雅 人会 計 責 任 者池 田 宜 永
スマイルシティ研究
会

平成26年
12月26日

児湯郡新富町大字下富田
3437

児湯郡新富町大字日置34
66－１

主たる事務所の所在地

宇都宮 正 和坂口博美を育てる会

黒 木 正 司宇 都 宮 正 和代 表 者

平成26年
12月26日

児湯郡新富町大字下富田
1543

児湯郡新富町大字下富田
1563 高松様方

主たる事務所の所在地坂 口 博 美木曜会
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